
【食品等輸入届出とは】

販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合は、その安全性確保の観点から食品衛生法第２７条

に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられています。

※輸入届出を行わない食品等については、販売又は営業上使用することは出来ません
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3 ➡ 要検査 ➡

※2 モニタリング検査の場合は結果判明 を待たずに
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⇓

※1 登録検査機関へ依頼する 廃棄・積戻し等

※2 検疫所が行う

⇓ ⇓ ⇓

食品等輸入届出済証発行 ⇚ 合格 不合格

検疫所における審査 ※1 結果判明まで流通は認められない （命令検査/指導検査）

⇓

検査不要        輸入できるが不合格の場合回収等の措置を講じる

食品等輸入届出関係書類の準備　 原材料及び製造工程に関する説明書 （輸入者準備）

⇓

輸入届出

⇓


